
広島市告示第４０１号  

令和２年８月２６日  

  

 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定により大規模小

売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第

３項の規定により、次のとおり公告します。 

 

 

                       広島市長  松井 一實 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 (1) 名 称 広島フェスティバル・アウトレットマリーナホップ 

 (2) 所在地 広島市西区観音新町四丁目２８７４番９４外 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

 株式会社広島まちづくりファンド 

代表取締役 杉川 聡 

  広島市中区大手町五丁目３番１２号 

３ 変更事項 

(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

（変更前）１８，３３７㎡ 

（変更後）１４，２８５㎡ 

(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

ア 駐車場の位置及び収容台数 

（変更前） 

位 置 収 容 台 数 

アウトレット棟西側 ６２６台 

アウトレット棟北側 ３２１台 

アウトレット棟南側 ９２台 

西 側 敷 地 ２７９台 

北 側 敷 地 １６１台 

合 計 １，４７９台 

（変更後） 

位   置 収 容 台 数 

アウトレット棟西側 ５０１台 

アウトレット棟北側 ２１８台 

アウトレット棟南側 ７１台 

西 側 敷 地 ２０台 

北 側 敷 地 １０台 

合 計 ８２０台 

※アウトレット棟西側整備台数５２０台の内５０１台を来客用の届出台数とする。 

※アウトレット棟北側整備台数２３４台の内２１８台を来客用の届出台数とする。 



※西側敷地整備台数５７５台の内２０台を来客用の届出台数とする。 

※北側敷地整備台数１６１台の内１０台を来客用の届出台数とする。 

イ 荷さばき施設の位置及び面積 

（変更前） 

位   置 容 量 

アウトレット棟東側 １１７立方メートル 

中 型 専 門 店 南 側 ３２立方メートル 

大型専門店１南側 ８２立方メートル 

大型専門店２南側 ８５立方メートル 

合 計 ３１６立方メートル 

（変更後） 

位 置 容 量 

アウトレット棟東側 １１７立方メートル 

中 型 専 門 店 南 側 ３２立方メートル 

大型専門店１南側 ８２立方メートル 

合 計 ２３１立方メートル 

ウ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

（変更前） 

位 置 容 量 

アウトレット棟東側 ２４立方メートル 

アウトレット棟東側 ３５立方メートル 

大型専門店１南側 ４０立方メートル 

大型専門店２南側 ３０立方メートル 

合 計 １２９立方メートル 

（変更後） 

位 置 容 量 

アウトレット棟東側 ２４立方メートル 

アウトレット棟東側 ３５立方メートル 

大型専門店１南側 ４０立方メートル 

合 計 ９９立方メートル 

(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

（変更前） 

店舗区画 開店時刻 閉店時刻 備考 

全区画 午前１０時００分 午後１０時００分  

（変更後） 

店舗区画 開店時刻 閉店時刻 備考 

アウトレット棟 

東側区画 
午前 ０時００分 午後１２時００分 

２４時間 

営業 

その他区画 午前１０時００分 午後１０時００分  

 

 

 

 

 



イ 来客者が駐車場を利用することができる時間帯 

（変更前） 

位 置 駐車可能時間帯 

すべて 午前８時００分から午後１０時３０分まで 

 

（変更後） 

位 置 駐車可能時間帯 

アウトレット棟北側 

を除くすべて 
午前８時００分から午後１０時３０分まで 

アウトレット棟北側 午前０時００分から午後１２時００分まで 

ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

（変更前） 

位 置 出入口の数 収容台数 

アウトレット棟西側 

アウトレット棟北側 

アウトレット棟南側 

 ８か所 

北側入口 ２か所 

北側出口 ２か所 

西側入口 ２か所 

西側出口 ２か所 

西 側 敷 地   ２か所 
入口 １か所 

出口 １か所 

北 側 敷 地   １か所 出入口 １か所 

合 計 １１か所  

（変更後） 

位 置 出入口の数 収容台数 

アウトレット棟西側 

アウトレット棟北側 

アウトレット棟南側 

 ８か所 

北側入口 ２か所 

北側出口 ２か所 

西側入口 ２か所 

西側出口 ２か所 

西 側 敷 地  ３か所 

敷地内北側入口 １か所 

入口 １か所 

出口 １か所 

北 側 敷 地  １か所 出入口 １か所 

合 計 １２か所  

４ 変更年月日 

(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

令和３年４月２５日 

(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

ア 駐車場の位置及び収容台数 

イ 荷さばき施設の位置及び面積 

ウ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

  令和３年４月２５日 

(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

イ 来客者が駐車場を利用することができる時間帯 

  令和２年１０月１日 



ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

  令和２年８月２５日 

５ 届出年月日 

令和２年８月２４日 

６ 届出書の縦覧場所 

 (1) 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課 

 (2) 広島市西区福島町二丁目２番１号 

   広島市西区役所市民部区政調整課 

７ 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

 (1) 縦覧期間 

   令和２年８月２６日から同年１２月２６日まで。ただし、日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。 

 (2) 縦覧のできる時間帯 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

８ 意見書の提出 

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者

がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、

この公告の日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べる

ことができます。 

９ 意見書の提出期限及び提出先 

 (1) 提出期限 令和２年１２月２６日 

 (2) 提出先 

〒７３０－８５８６ 

   広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課 


